
第５章 事業の執行 

 

（事業の利用） 

第６８条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業利用について、組合員とみなす。 

 

（事業の品目等） 

第６９条 第３条第１号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、米穀、酒、たばこ、食塩、切

手、印紙、衣料品、燃料、医薬品、化粧品、家具、電気、家庭用品、日用品、雑貨品、身の回り品、文

具、書籍、医療用具、農薬、肥料、クリーニング及びその他の組合員の日常生活に必要な物資とする。 

２ 第３条第２号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、組合が所有する施設内における教育、福

祉、保育、スポーツ、文化、娯楽、集会、冠婚葬祭、食堂、喫茶等の施設とする。 

３ 第３条第４号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共

済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業及び

全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期

生命共済事業、自動車総合補償共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。 

４ 第３条第５号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。 

（１）児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、

老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会的生活を総合

的に支援するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業 

（２）組合員の福祉の増進を図る事業（前号に規定する事業を除く。） 

 


